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2022年 1月 13日 

TMI総合法律事務所 

 

 

第 155回 TMI月例セミナーのご案内 
 

「2022年定時株主総会の実務対応」 
 

 配信日時：2022年2月17日（木）10：00～同年3月3日（木）16：00 

  

 視聴時間：約90分（予定） 

  

 開催方法：Vimeoによるオンデマンド配信 

※オンデマンド配信ご利用にあたってはこちらの注意事項をご一読の上お申し込み

ください。 

※視聴用URLは、配信日までに、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス

宛にお送りいたします。 

 

 講 師：TMI総合法律事務所 大野修平 パートナー弁護士 

 和藤誠治 パートナー弁護士 

  

 参 加 費：無料 

 

 

TMI総合法律事務所では、クライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて月例セミナーを開

催しておりますが、第155回は「2022年定時株主総会の実務対応」と題するセミナーを開催いたします。 

2021年株主総会においては、2020年に引き続き新型コロナウイルスの影響下での運営が必要とな

る中で、令和元年会社法改正への対応、併用型を中心としたバーチャル株主総会実施の検討等が行

われました。 

2022年株主総会では、そのような流れを受け、引き続き新型コロナウイルスの影響下での運営を行

うとともに、令和元年会社法改正項目の残る課題である株主総会資料電子提供制度の導入に備えた

定款変更等の対応、事業報告の記載、バーチャルオンリー型株主総会を可能とする旨の定款変更の

検討が必要となるほか、2021年6月に行われたコーポレートガバナンス・コード改訂、2022年4月に実

施される予定の市場区分見直し等を踏まえた検討も求められます。 

本セミナーでは、2021年定時株主総会を振り返るととともに、2022年定時株主総会に向けて押さえ

ておくべき実務上の対応のポイントを中心に解説いたします。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 
 
 
【概要】 

1．2021年株主総会の振返り 

2．決議事項関連主要項目（電子提供制度対応、バーチャルオンリー型定款変更、改訂コード対応等） 

3．機関投資家・議決権行使助言会社の動向 

4．新型コロナウイルス影響下における株主総会の運営 

5．想定問答  

  

https://www.tmi.gr.jp/uploads/document/seminar_ondemand_notice.pdf
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【講師紹介】 

大野修平 

＜経歴＞ 

1997年   3月  岐阜県立岐阜高等学校卒業 

2002年   3月  京都大学経済学部経済学科卒業 

2006年   3月  名古屋大学法科大学院修了 

2006年  11月  最高裁判所司法研修所入所 

2007年  12月  第一東京弁護士会登録 

2008年   1月  TMI 総合法律事務所勤務 

2012年   3月  愛知県弁護士会登録 

                ブナの森法律事務所勤務 

2015年   8月  TMI 総合法律事務所名古屋オフィス勤務 

2020年   1月  パートナー就任 
 
和藤誠治 

＜経歴＞ 

1998年   3月  岩田高等学校卒業 

2003年   3月  東京大学法学部卒業 

2006年   4月  最高裁判所司法研修所入所 

2007年   9月  第一東京弁護士会登録 

              TMI 総合法律事務所勤務 

2012年   7月  東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）上場管理部勤務 

（MA、ファイナンス、不祥事事案等につき、開示審査、上場廃止審査等を担当） 

2014年   7月  TMI 総合法律事務所復帰 

2017年  12月  株式会社 CRI・ミドルウェア社外取締役（監査等委員）（現任） 

2020年   1月  パートナー（現任） 
 
【申込方法】 

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。 
 
申込期間                 ： 2022年 1月 13日（木）10：00～同年 1月 19日（水）17：00 

本セミナー専用申込ページ  ： https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/8509 
 
※配信中の質疑応答はお受け付けできませんので、何卒ご了承ください。 

※録音・録画はご遠慮ください。 

※恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方（企業に出向されている弁護士・

弁理士の方を含む）の参加はご遠慮ください。 

※ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した

際には、個別にご連絡することなくご視聴をお断りする場合がございますので予めご了承ください。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

TMI総合法律事務所 

担当：髙橋・山根・島根 

電話：03-6438-5511（代表） 

e-mail：monthlyseminar@tmi.gr.jp 

 


